
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（基金繰入金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等） （対応）

状況に応じて必要な指導を行い、児童が規則的な生活習慣や社会生活に必要なマナーを身につけ、自立心や社会に適応できる

力をつけられるよう自立を支援する。

70,658 67,562 0

（予算案）

波田学院運営 直接 児童福祉についての相談、調査、判定及び指導

合計

H25 H26

調理業務 委託

入所児童の食事の調理等業務委託

委託先：㈱メフォス

11,750 11,470

（当初）

58,908 56,092

事業番号 04 10 11 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 波田学院運営費波田学院運営費波田学院運営費波田学院運営費
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室 こども・家庭課

総合５か

年計画

プロジェクト  E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

７－２　子育て先進県の実現

目指す姿

現状

特別な支援が必要な児童は依然として多いが、心理的診査・治療を行うことで、より有効な自立支援を行うことができる。また発達障害

児、被虐待児、性非行児童の入所が増え、特別な支援が必要となっている。深刻化する入所児童の自立支援には、専門的な知識と技

術の蓄積・継承が必要なため、専門職員の養成が必要である。

県が関与

する理由

不良行為を為し、または為すおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所、または

保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、児童が規則的な生活習慣や社会生活に必要なマナーを

身につけ、自立心や社会に適応できる力をつけられるよう自立を支援する。

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

児童福祉法第35条第２項

児童福祉法施行令第36条

４　児童福祉の充実 実施期間 ～

検討中県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

（要求）

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

67,562

合計（A) 59,132 70,658 67,562 0

H27

目標

補正予算 10,141 987

Aの

財源

26,815 26,528

当初予算 58,531 58,145 70,658

29,828 29,937

68,672

目標 成果 達成状況

項目

H25末

（見込）

36,980 27,781 33,408 32,174 0

5,4514,877 4,823 7,422

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

18.35 18.35 18.35 18.35

151,534

57,883 53,423

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 209,417 204,957 222,192 219,096

151,534 151,534 151,534 0

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円）


